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北本市雨水流出抑制施設設置基準 

 

開発事業における雨水流出抑制施設は、計画建築物の用途、事業区域

面積の規模に応じて設置することとする。ただし、別記「土地区画整理

事業等の整備による適用除外区域」に定める開発事業については適用除

外とする。 

なお、既に宅地や舗装等が施工してある部分についても、雨水流出抑

制施設が設置されていない場合や撤去する場合は、必要抑制量算定対象

面積に含むこととする。 

 

１ 雨水流出抑制施設の設計方法 

⑴ 必要抑制量の算定 

1ha 当たり 500m3 の対策を行う。 

抑制量 V=V1×A 

=0.05(m3/m2)×A(m2)=[  ](m3) 

 

⑵ 雨水流出抑制施設の設置基準 

・流出抑制施設からの放流量は、1ha 当たり 0.05m3/sec を最大とす

る。 

・原則として自然流下とし、維持管理が容易であるものとする。 

・放流断面はオリフィス構造とし、目詰まりしないようスクリーン

等を設置する。 

・安全のため、転落防止柵等を設置する。 

 

⑶ 貯留式による計算例（開発面積:3,000m2、必要抑制量:500m3/ha） 

ア 必要抑制量 

抑制量 V=V1×A 

=0.05(m3/m2)×3,000(m2)=150(m3) 

 

イ 貯留施設の規模 

貯留施設面積は、調整池から放流が無理なく自然流下するよう
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に配慮し決定するものとする。そのため、平均水深 H=2.5m とす

れば、貯留池面積 A は 

面積 A=V÷H 

=150(m3)÷2.5(m)=60(m2) 

なお、貯留池の余裕高は、通常の場合 30cm 以上とする。 

 

ウ 放流量 Q 及び放流断面 a の算定 

（ア）放流量 Q 

貯留池からの放流量は、1ha 当たり最大 Q=0.05m3/sec とする。 

 

（イ）放流断面（オリフィス断面）a の決定 

Q=0.05(m3/sec/ha)×0.3(ha)=0.015(m3/sec) 

 gHCQa 2  
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（ウ）円形オリフィスの場合の管径 D 

42Da    )(067.02 maD ≒  

よって、オリフィスの径は 6cm 以下とする。 

 

H：HWL からオリフィス中心までの水深 (m) 

a：放流断面積 (m2) 

C：流量係数  0.6 

Q：放流量 (m3/sec) 

g：重力加速度  9.8(m/sec2) 

  

H D 

a 

Q 

HWL 
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エ 貯留施設標準図 

（ア）断面図 

 

 

（イ）平面図 

 

事業区域内排水管  

0.5m  

防護柵  

水 路

Ｕ字溝  

側溝設備  

表面処理  

池床処理  放流管  

平常水位  

水 路
0.5m  

防護柵  



- 51 - 

２ 雨水浸透施設の設計方法 

⑴ 標準位置 

ア 浸透施設は、原則として図１のとおり構造物から３０㎝以上離

すこと。 

イ 法面からの距離は、図２のとおり確保すること。 

 
法肩からの離隔 L（H≧ 2 m 以上の場合）  

斜面角度 θ  法肩からの離隔 L  
30°≦ θ＜ 70° 1m 又は 2h のいずれか大きい方  

70°≦ θ  2m 又は 2h のいずれか大きい方  
※ H が 2m 未満の場合は、法肩から 1m 以上離す。 

 

⑵ 浸透施設の流出管 

ア 浸透施設の流出管は、原則として下流の桝まで接続するものと

する。 

イ 管径は、７５㎜以上とする。 

 

⑶ 設計上の留意事項 

ア 計画雨水量を処理するため、浸透施設を併用して処理すること。 

イ 浸透管の勾配は０とすること。 

ウ 浸透施設は、宅地内及び放流先の高さを考慮して設計すること。 

エ 駐車場等は、桝蓋の形状を格子蓋又はグレーチング蓋とする。 

オ 浸透管の目詰まり防止対策及び維持管理を考慮してスクリーン

等を設けること。 

カ 出入口等は、雨水が直接敷地外に流出しないよう施設を設けて

処理すること。 

 

建 物

30cm 以上  30cm 以上  

地下埋設物  h 

2h 以上  

θ=30°以上  
（ただし、関東ローム層は 35°以上）  

H 

h 

L 
法肩部からの離隔  

図２  図１  
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キ 排水経路の方向または、勾配の変化する所については点検桝等

を設けること。 

ク 管渠延長については管径の１２０倍までを標準とする。 

 

⑷ 浸透施設の浸透能力 

浸透施設(㎜) 施設の規模(㎜×㎜) 単位浸透量 単位貯水量 単位処理量 単位 摘要 

浸透管φ150 450×650 0.189 0.100 0.289 ㎥/ｍ  

浸透管φ200 500×700 0.205 0.127 0.332 ㎥/ｍ 構造図例１ 

浸透管φ250 550×750 0.221 0.158 0.379 ㎥/ｍ  

浸透桝φ300 600×700 0.220 0.100 0.320 ㎥/箇所 構造図例２ 

浸透桝□500 900×900 0.437 0.324 0.761 ㎥/箇所 構造図例３ 

透水性As舗装 切込砕石100＋舗装50 － － 0.015 ㎥/㎡  

密粒度As舗装 － － － 0.007 ㎥/㎡  

緑地・砂利 － － － 0.040 ㎥/㎡  

プラスチック製 

雨水貯留浸透施設 

対策必要量を設置 

（一部も可） 

対策量は浸透量を含まない貯留量で

計上(メーカーの計算書による。)。

設置深さはGL-2.0ｍを標準とする。 

事前に相談 

してください 

※ 上表以外の浸透施設を使用する場合は、以下の計算により算出

すること。 

・浸透量 q=k i×a×T 

ki：土の浸透係数 3.0×10-5(m/sec) 

a：浸透面積 (m2) 

T：流出抑制時間  3600(sec) 

・貯留量   VnVVq G   

V：浸透施設の容積 (m3) 

V’：構造物内の容積 (m3) 

nG：砕石の空隙率  30% 
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⑸ 設計例（全体面積：650m2、建物面積：200m2、その他面積：450m2） 

ア 設計前  

 

 

イ 設計後 

 

 

透水性 As 舗装面積－重複部分  300-(0.902×6+0.50×15)= 287.64(m2) 

緑地・砂利面積－重複部分  150-(0.902×6+0.50×31)= 129.64(m2) 

・必要抑制量 V=V1×A 

=0.05(m3/m2)×650(m2)=32.5(m3) 
・抑制実施量  

浸透桝□500mm 0.761(m3/箇所 )× 12(箇所 )= 9.132(m3) 

浸透管 φ200mm 0.332(m3/m)× 46(m)= 15.272(m3) 

透水性 As 舗装  0.015(m3/m2)× 287.64(m2)= 4.314(m3) 

緑地・砂利  0.040(m3/m2)× 129.64(m2)= 5.185(m3) 

 合計  33.903(m3) 

∴ 必要抑制量 32.5(m3) ＜ 抑制実施量 33.903(m3) 

 

透水性 As 舗装  

300m2 
建物 200m2 

オーバーフロー管側溝接続 
凡 例 

浸透桝□500mm 
浸透管 φ200mm 

緑地・砂利 150m2 

その他 450m2 建物 200m2 
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⑹ 施工上の留意事項 

ア 透水シートは砕石を包み込むように施工し、浸透桝の底部にも

設けること。 

イ 砕石は、単粒度４号砕石を使用すること。 

ウ 浸透能力を長期的に安定して維持させるため、目詰まり防止対

策として底部透水シート、管口フィルター等を設けること。 

エ 浸透桝に接続する管は、浸透桝の能力を最大限に利用できる位

置に施工すること。 

オ 浸透管を使用する場合は、原則として勾配は０とすること。 

 

⑺ その他 

ア 専用住宅を建築する目的で行う開発事業は、雨水竪樋設置箇所

ごとに内径φ３００㎜の浸透桝を設置し、この他に内法□５００

㎜の浸透桝を１箇所以上設置すること。（構造図例２・３参照） 

イ 浸透桝は、浸透能力を最大限に利用できる位置に設置すること。 

ウ 雨水のオーバーフロー分を放流するときは、放流箇所の浸透桝

を内法□５００㎜とすること。（構造図例３参照） 

エ プラスチック製の雨水浸透貯留槽を使用する場合は、事前に協

議すること。 

オ その他、この基準によりがたい場合は、その都度市と協議する

こと。 

（参考）雨水浸透構造断面図 

 
※ 浸透施設の延長が長くなったり高低差があったりする場合は、中間桝に

エルボー返し等を設置し、上流側の浸透機能を満たす構造とすること。 

道路側溝等 雨水最終桝 

浸透機能ライン 

オーバーフロー管 

管口が浸透機能ラインより高い位置に来るよう設置 

浸透構造部 
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参考資料 雨水流出抑制施設対策量の必要性及び容量の検討 

 

雨水流出抑制対策量＝開発増量＋湛水量 

 

地域別調整容量図（平成１８年７月１日現在）  

嵐山町

さいたま市
川越市

熊谷市

川口市

行田市

所沢市

加須市

東松山市

狭山市

羽生市

鴻巣市

深谷市

上尾市

草加市

春日部市

越谷市

北川辺町

大利根町

栗橋町

鷲宮町

久喜市
幸手市

杉戸町

宮代町
白岡町

蓮田市

菖蒲町

騎西町

松伏町

吉川市

三郷市

八潮市
鳩ヶ谷市蕨市

戸田市

和光市

朝霞市

志木市

新座市

富士見市

三芳町

ふじみ野市

入間市

伊奈町桶川市

北本市

吉見町

川島町

坂戸市

鶴ヶ島市

日高市

毛呂山町
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鳩山町

滑川町

江南町

小川町

ときがわ町

秩父市

飯能市

本庄市

横瀬町

小鹿野町

皆野町

寄居町

長瀞町

美里町

上里町

神川町

東秩父村

雨水貯留施設のみ  
設置する場合  

各市町村担当課で

確認してください  

雨水浸透施設を併用

して雨水貯留施設を

設置する場合  
開発増量

について  

総合治水対策

を実施してい

ない市町村  

開発面積  
1ha 以上  

開発面積  
0.05ha 以上 1ha 未満  

開発面積  
0.05ha 未満  

開発面積  
1ha 以上  

開発面積  
1ha 未満  

500m3 /ha  

700m3 /ha、
950m3 /ha、
1,100m3/ha  

下図参照  

各市町村担当課で

確認してください  
各市町村担当課で

確認してください  

各市町村担当課で

確認してください  

各市町村担当課で

確認してください  

0.4704m3/sec /ha、
0.4309m3/sec /ha、

0.2963m3/sec /ha  

下図参照  

0.4704m3/sec /ha、
0.4309m3/sec /ha、

0.2963m3/sec /ha  

下図参照  

総合治水対策

を実施してい

る市町村  

700m3 /ha、  
950m3 /ha、  
1,100m3/ha  
下図参照  

湛水量に

ついて  

※ 湛 水 箇 所 で は 雨 水 浸 透 施 設 を 認 め て い ま せ

ん。  
湛水実績が  
ある場合  

湛水実績が  
ない場合  

開発面積  
1ha 未満  

開発面積  
1ha 以上  

実績に応じた量  

必要ありません  

必要ありません  

※湛水実績の有無は、県河川砂防

課で確認してください。  

県南ブロック 
Va=950m3/ha  
Vb=0.4309m3/sec/h

秩父ブロック 
Va=1,100m3/ha  
Vb=0.2963m3/sec/h

県北ブロック 
Va=700m3/ha  
Vb=0.4704m3/sec/h
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構造図例１（浸透管φ200mm） 

 

・浸透量 Takq i   
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・貯留量   VnVVq G   
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・処理量 qqV   

)/(332.0127.0205.0 3 mm  

 
 

※ 浸透管と浸透桝を接続して使用する場合は、桝の浸透機能分を浸透管の延長か

ら減して計算すること。 

※ 浸透管の上流下流の桝の管口にフィルターを設けること。 

※ 浸透トレンチ同士の間隔は、１．５ｍ以上離すこと。  

砂  
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構造図例２（浸透桝φ300mm） 

 

・浸透量 Takq i   
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・処理量 qqV   

)/(320.0100.0220.0 3 箇所m  
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構造図例３（浸透桝□500mm） 

 

・浸透量 Takq i   
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・貯留量   VnVVq G   
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・処理量 qqV   

)/(761.0324.0437.0 3 箇所m  

 

※ 有孔側塊（ポラコン以外）を使用する場合は、その肉厚分を処理量に含めない

こと。 

※ 処理量を満たすことで、丸桝を使用することも可能とする。  
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砂  
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h=
60
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別記「北本市雨水流出抑制施設設置基準関係」 

 

土地区画整理事業等の整備による適用除外区域 

 

次に掲げる開発事業については、適用除外とする。 

⑴ 下石戸西部土地区画整理事業 

⑵ 中丸一丁目土地区画整理事業 

⑶ 本宿四丁目土地区画整理事業 

⑷ 中丸五丁目土地区画整理事業 

 

※ 久保特定土地区画整理事業区域の雨水流出抑制施設は、久保特定土

地区画整理事業の整備状況によって、計画建築物の用途、事業区域面

積の規模に応じて設置するものとする。 

 

※ 適用除外区域においても、雨水を地下水へ還元するため、浸透構造

施設の整備に努めること。 

 

※ 協議に必要な図面、計算書 

１ 図面 

⑴ 位置図 

⑵ 土地利用計画平面図 

⑶ 雨水排水計画平面図・構造図 

⑷ 貯留池の平面図・断面図 

⑸ オリフィスの構造図 

⑹ その他必要な図面 

２ 計算書 

⑴ 貯留池容量計算書 

⑵ 放流量計算書 

⑶ オリフィス径計算書 

⑷ その他必要な計算書 


